
定住自立圏の形成に関する協定書の一部を変更する協定書 

 

平成22年３月31日に倉吉市（以下「甲」という。）と三朝町（以下「乙」という。）との間で締結した定

住自立圏の形成に関する協定の一部を次のとおり変更する協定を締結する。 

 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表

の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

 政策

分野 
取組の内容 

役割分担 政策

分野
取組の内容 

役割分担 

 甲の役割 乙の役割 甲の役割 乙の役割 

 生

活

機

能

の

強

化 

医

療 

救急

医療

体制

の充

実 

略   生

活

機

能

の

強

化

医

療

救急

医療

体制

の充

実 

略   

  思春

期保

健対

策の

推進 

圏域に

おける人

工妊娠中

絶、性感染

症を始め

とする思

春期の性

に係る課

題を解決

するため、

これらの

対策の充

実に向け

た事業を

行う。 

(１) 思春期

の性に係る

課題に対応

する体制を

充実させる

ための検証

を行う。 

(１) 思春期

の性に係る

課題に対応

する体制を

充実させる

ための検証

に協力す

る。 

     

    (２) 思春期

の性に係る

課題に対応

するために

必要となる

事業の企画

及び連絡調

整を行う。 

(２) 思春期

の性に係る

課題に対応

するために

必要となる

事業の企画

を行う。 

      

    (３) 関連す

る事業に必

要とされる

経費の支出

を行う。 

(３) 関連す

る事業に必

要とされる

経費の支出

を行う。 

      

  福

祉 

認知

症に

係る

支援

体制

の整

備 

圏域に

おける認

知症に係

る支援体

制を整備

するため、

認知症を

早期に発

見し、医療

機関等と

の連携を

図りなが 

ら、適切な 

診断及び

治療を行 

(１) 認知症

クリティカ

ルパスの普

及啓発に努

め、医療機

関等と連携

を図りなが

ら、認知症

診断システ

ムの運用を

行う。 

(１) 甲の運

用する認知

症診断シス

テムを活用

する。 

 福

祉

認知

症に

係る

支援

体制

の整

備 

圏域に

おける認

知症の支

援体制を

整備する

ため、認知

症の早期

発見のた

めの医療

機関と連

携した認

知症の診

断及び検

診を行う

とともに、

(１) 医療機

関と連携し

て、タッチ

パネルの活

用等による

認知症の診

断システム

を構築し、

運用する。 

(１) 甲の運

用する認知

症の診断シ

ステムを活

用する。 

    (２) 整備し

たタッチパ 

ネルを一括

して管理 

(２) 甲の管

理するタッ

チパネルを

活用する。

   (２) 医療機 

関と連携し 

て、医師の

訪問等によ 

(２) 甲の行

う認知症の

検診を活用

する。 



    うととも

に、若年性

認知症の

者が、生き

がいを持

って活動

できる体

制の整備

及び認知

症である

者の権利

擁護に係

る事業の

充実を図

る。 

し、及び活

用する。 

    認知症に

係る介護

事業及び

認知症で

ある者の

権利擁護

に係る事

業の充実

を図る。

る認知症の

検診を行

う。 

 

    (３) 若年性

認知症の者

が安心して

通所できる

デイサービ

スセンター

（以下「若

年性認知症

デイサービ

スセンタ

ー」とい

う。）の設置

及び運営を

行う。 

(３) 甲の設

置する若年

性認知症デ

イサービス

センターを

活用する。

   (３) 介護サ

ービス事業

者と連携し

て、若年性

認知症専用

のデイサー

ビス等の認

知症に係る

介護事業を

行う。 

(３) 甲の行

う認知症に

係る介護事

業を活用す

る。 

     (４) 中部成

年後見支援

センターの

運営を支援

する。 

(４) 中部成

年後見支援

センターの

運営を支援

する。 

    (４) 成年後

見を支援す

る機関の設

置及び運営

を支援す

る。 

(４) 成年後

見を支援す

る機関の設

置及び運営

を支援す

る。 

   略      略    

  略      略     

  産 

業

振

興 

略     産

業

振

興

略    

  企業

誘致

の推

進 

圏域へ

の企業誘

致を推進

するため、

企業誘致

に必要な

情報を共

有し、活用

して企業

誘致を行

う。 

略 

 

  企業

誘致

の推

進 

圏域へ

の企業誘

致を推進

するため、

企業誘致

に必要な

情報を共

有し、活用

して企業

誘致を行

う。 

略  

    企業に

よる雇用 

(１) 企業に

よる雇用創 

(１) 企業に

よる雇用創

      

    創出を促

進するた

め、雇用創

出奨励制

度を創設

し、運営す

る。 

出を促進さ

せるための

検証を行

う。 

出を促進さ

せるための

検証に協力

する。 

      

    (２) 企業に

よる雇用創

出を促進す

る奨励制度

の創設及び 

連絡調整を

行う。 

(２) 企業に

よる雇用創

出を促進す

る奨励制度

の創設を行

う。 

      

     (３) 関連す

る事業に必

要とされる

経費の支出 

(３) 関連す

る事業に必

要とされる

経費の支出

      

     を行う。 を行う。       

  略      略     





定住自立圏の形成に関する協定書の一部を変更する協定書 

 

平成22年３月31日に倉吉市（以下「甲」という。）と湯梨浜町（以下「乙」という。）との間で締結した

定住自立圏の形成に関する協定の一部を次のとおり変更する協定を締結する。 

 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表

の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

 政策

分野 
取組の内容 

役割分担 政策

分野
取組の内容 

役割分担 

 甲の役割 乙の役割 甲の役割 乙の役割 

 生

活

機

能

の

強

化 

医

療 

救急

医療

体制

の充

実 

略   生

活

機

能

の

強

化

医

療

救急

医療

体制

の充

実 

略   

  思春

期保

健対

策の

推進 

圏域に

おける人

工妊娠中

絶、性感染

症を始め

とする思

春期の性

に係る課

題を解決

するため、

これらの

対策の充

実に向け

た事業を

行う。 

(１) 思春期

の性に係る

課題に対応

する体制を

充実させる

ための検証

を行う。 

(１) 思春期

の性に係る

課題に対応

する体制を

充実させる

ための検証

に協力す

る。 

     

    (２) 思春期

の性に係る

課題に対応

するために

必要となる

事業の企画

及び連絡調

整を行う。 

(２) 思春期

の性に係る

課題に対応

するために

必要となる

事業の企画

を行う。 

      

    (３) 関連す

る事業に必

要とされる

経費の支出

を行う。 

(３) 関連す

る事業に必

要とされる

経費の支出

を行う。 

      

  福

祉 

認知

症に

係る

支援

体制

の整

備 

圏域に

おける認

知症に係

る支援体

制を整備

するため、

認知症を

早期に発

見し、医療

機関等と

の連携を

図りなが 

ら、適切な 

診断及び

治療を行 

(１) 認知症

クリティカ

ルパスの普

及啓発に努

め、医療機

関等と連携

を図りなが

ら、認知症

診断システ

ムの運用を

行う。 

(１) 甲の運

用する認知

症診断シス

テムを活用

する。 

 福

祉

認知

症に

係る

支援

体制

の整

備 

圏域に

おける認

知症の支

援体制を

整備する

ため、認知

症の早期

発見のた

めの医療

機関と連

携した認

知症の診

断及び検

診を行う

とともに、

(１) 医療機

関と連携し

て、タッチ

パネルの活

用等による

認知症の診

断システム

を構築し、

運用する。 

(１) 甲の運

用する認知

症の診断シ

ステムを活

用する。 

    (２) 整備し

たタッチパ 

ネルを一括

して管理 

(２) 甲の管

理するタッ

チパネルを

活用する。

   (２) 医療機 

関と連携し 

て、医師の

訪問等によ 

(２) 甲の行

う認知症の

検診を活用

する。 



    うととも

に、若年性

認知症の

者が、生き

がいを持

って活動

できる体

制の整備

及び認知

症である

者の権利

擁護に係

る事業の

充実を図

る。 

し、及び活

用する。 

    認知症に

係る介護

事業及び

認知症で

ある者の

権利擁護

に係る事

業の充実

を図る。

る認知症の

検診を行

う。 

 

    (３) 若年性

認知症の者

が安心して

通所できる

デイサービ

スセンター

（以下「若

年性認知症

デイサービ

スセンタ

ー」とい

う。）の設置

及び運営を

行う。 

(３) 甲の設

置する若年

性認知症デ

イサービス

センターを

活用する。

   (３) 介護サ

ービス事業

者と連携し

て、若年性

認知症専用

のデイサー

ビス等の認

知症に係る

介護事業を

行う。 

(３) 甲の行

う認知症に

係る介護事

業を活用す

る。 

     (４) 中部成

年後見支援

センターの

運営を支援

する。 

(４) 中部成

年後見支援

センターの

運営を支援

する。 

    (４) 成年後

見を支援す

る機関の設

置及び運営

を支援す

る。 

(４) 成年後

見を支援す

る機関の設

置及び運営

を支援す

る。 

   略      略    

  略      略     

  産 

業

振

興 

略     産

業

振

興

略    

  企業

誘致

の推

進 

圏域へ

の企業誘

致を推進

するため、

企業誘致

に必要な

情報を共

有し、活用

して企業

誘致を行

う。 

略 

 

  企業

誘致

の推

進 

圏域へ

の企業誘

致を推進

するため、

企業誘致

に必要な

情報を共

有し、活用

して企業

誘致を行

う。 

略  

    企業に

よる雇用 

(１) 企業に

よる雇用創 

(１) 企業に

よる雇用創

      

    創出を促

進するた

め、雇用創

出奨励制

度を創設

し、運営す

る。 

出を促進さ

せるための

検証を行

う。 

出を促進さ

せるための

検証に協力

する。 

      

    (２) 企業に

よる雇用創

出を促進す

る奨励制度

の創設及び 

連絡調整を

行う。 

(２) 企業に

よる雇用創

出を促進す

る奨励制度

の創設を行

う。 

      

     (３) 関連す

る事業に必

要とされる

経費の支出 

(３) 関連す

る事業に必

要とされる

経費の支出

      

     を行う。 を行う。       

  略      略     





定住自立圏の形成に関する協定書の一部を変更する協定書 

 

平成22年３月31日に倉吉市（以下「甲」という。）と琴浦町（以下「乙」という。）との間で締結した定

住自立圏の形成に関する協定の一部を次のとおり変更する協定を締結する。 

 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表

の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

 政策

分野 
取組の内容 

役割分担 政策

分野
取組の内容 

役割分担 

 甲の役割 乙の役割 甲の役割 乙の役割 

 生

活

機

能

の

強

化 

医

療 

救急

医療

体制

の充

実 

略   生

活

機

能

の

強

化

医

療

救急

医療

体制

の充

実 

略   

  思春

期保

健対

策の

推進 

圏域に

おける人

工妊娠中

絶、性感染

症を始め

とする思

春期の性

に係る課

題を解決

するため、

これらの

対策の充

実に向け

た事業を

行う。 

(１) 思春期

の性に係る

課題に対応

する体制を

充実させる

ための検証

を行う。 

(１) 思春期

の性に係る

課題に対応

する体制を

充実させる

ための検証

に協力す

る。 

     

    (２) 思春期

の性に係る

課題に対応

するために

必要となる

事業の企画

及び連絡調

整を行う。 

(２) 思春期

の性に係る

課題に対応

するために

必要となる

事業の企画

を行う。 

      

    (３) 関連す

る事業に必

要とされる

経費の支出

を行う。 

(３) 関連す

る事業に必

要とされる

経費の支出

を行う。 

      

  福

祉 

認知

症に

係る

支援

体制

の整

備 

圏域に

おける認

知症に係

る支援体

制を整備

するため、

認知症を

早期に発

見し、医療

機関等と

の連携を

図りなが 

ら、適切な 

診断及び

治療を行 

(１) 認知症

クリティカ

ルパスの普

及啓発に努

め、医療機

関等と連携

を図りなが

ら、認知症

診断システ

ムの運用を

行う。 

(１) 甲の運

用する認知

症診断シス

テムを活用

する。 

 福

祉

認知

症に

係る

支援

体制

の整

備 

圏域に

おける認

知症の支

援体制を

整備する

ため、認知

症の早期

発見のた

めの医療

機関と連

携した認

知症の診

断及び検

診を行う

とともに、

(１) 医療機

関と連携し

て、タッチ

パネルの活

用等による

認知症の診

断システム

を構築し、

運用する。 

(１) 甲の運

用する認知

症の診断シ

ステムを活

用する。 

    (２) 整備し

たタッチパ 

ネルを一括

して管理 

(２) 甲の管

理するタッ

チパネルを

活用する。

   (２) 医療機 

関と連携し 

て、医師の

訪問等によ 

(２) 甲の行

う認知症の

検診を活用

する。 



    うととも

に、若年性

認知症の

者が、生き

がいを持

って活動

できる体

制の整備

及び認知

症である

者の権利

擁護に係

る事業の

充実を図

る。 

し、及び活

用する。 

    認知症に

係る介護

事業及び

認知症で

ある者の

権利擁護

に係る事

業の充実

を図る。

る認知症の

検診を行

う。 

 

    (３) 若年性

認知症の者

が安心して

通所できる

デイサービ

スセンター

（以下「若

年性認知症

デイサービ

スセンタ

ー」とい

う。）の設置

及び運営を

行う。 

(３) 甲の設

置する若年

性認知症デ

イサービス

センターを

活用する。

   (３) 介護サ

ービス事業

者と連携し

て、若年性

認知症専用

のデイサー

ビス等の認

知症に係る

介護事業を

行う。 

(３) 甲の行

う認知症に

係る介護事

業を活用す

る。 

     (４) 中部成

年後見支援

センターの

運営を支援

する。 

(４) 中部成

年後見支援

センターの

運営を支援

する。 

    (４) 成年後

見を支援す

る機関の設

置及び運営

を支援す

る。 

(４) 成年後

見を支援す

る機関の設

置及び運営

を支援す

る。 

   略      略    

  略      略     

  産 

業

振

興 

略     産

業

振

興

略    

  企業

誘致

の推

進 

圏域へ

の企業誘

致を推進

するため、

企業誘致

に必要な

情報を共

有し、活用

して企業

誘致を行

う。 

略 

 

  企業

誘致

の推

進 

圏域へ

の企業誘

致を推進

するため、

企業誘致

に必要な

情報を共

有し、活用

して企業

誘致を行

う。 

略  

    企業に

よる雇用 

(１) 企業に

よる雇用創 

(１) 企業に

よる雇用創

      

    創出を促

進するた

め、雇用創

出奨励制

度を創設

し、運営す

る。 

出を促進さ

せるための

検証を行

う。 

出を促進さ

せるための

検証に協力

する。 

      

    (２) 企業に

よる雇用創

出を促進す

る奨励制度

の創設及び 

連絡調整を

行う。 

(２) 企業に

よる雇用創

出を促進す

る奨励制度

の創設を行

う。 

      

     (３) 関連す

る事業に必

要とされる

経費の支出 

(３) 関連す

る事業に必

要とされる

経費の支出

      

     を行う。 を行う。       

  略      略     





定住自立圏の形成に関する協定書の一部を変更する協定書 

 

平成22年３月31日に倉吉市（以下「甲」という。）と北栄町（以下「乙」という。）との間で締結した定

住自立圏の形成に関する協定の一部を次のとおり変更する協定を締結する。 

 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表

の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

 政策

分野 
取組の内容 

役割分担 政策

分野
取組の内容 

役割分担 

 甲の役割 乙の役割 甲の役割 乙の役割 

 生

活

機

能

の

強

化 

医

療 

救急

医療

体制

の充

実 

略   生

活

機

能

の

強

化

医

療

救急

医療

体制

の充

実 

略   

  思春

期保

健対

策の

推進 

圏域に

おける人

工妊娠中

絶、性感染

症を始め

とする思

春期の性

に係る課

題を解決

するため、

これらの

対策の充

実に向け

た事業を

行う。 

(１) 思春期

の性に係る

課題に対応

する体制を

充実させる

ための検証

を行う。 

(１) 思春期

の性に係る

課題に対応

する体制を

充実させる

ための検証

に協力す

る。 

     

    (２) 思春期

の性に係る

課題に対応

するために

必要となる

事業の企画

及び連絡調

整を行う。 

(２) 思春期

の性に係る

課題に対応

するために

必要となる

事業の企画

を行う。 

      

    (３) 関連す

る事業に必

要とされる

経費の支出

を行う。 

(３) 関連す

る事業に必

要とされる

経費の支出

を行う。 

      

  福

祉 

認知

症に

係る

支援

体制

の整

備 

圏域に

おける認

知症に係

る支援体

制を整備

するため、

認知症を

早期に発

見し、医療

機関等と

の連携を

図りなが 

ら、適切な 

診断及び

治療を行 

(１) 認知症

クリティカ

ルパスの普

及啓発に努

め、医療機

関等と連携

を図りなが

ら、認知症

診断システ

ムの運用を

行う。 

(１) 甲の運

用する認知

症診断シス

テムを活用

する。 

 福

祉

認知

症に

係る

支援

体制

の整

備 

圏域に

おける認

知症の支

援体制を

整備する

ため、認知

症の早期

発見のた

めの医療

機関と連

携した認

知症の診

断及び検

診を行う

とともに、

(１) 医療機

関と連携し

て、タッチ

パネルの活

用等による

認知症の診

断システム

を構築し、

運用する。 

(１) 甲の運

用する認知

症の診断シ

ステムを活

用する。 

    (２) 整備し

たタッチパ 

ネルを一括

して管理 

(２) 甲の管

理するタッ

チパネルを

活用する。

   (２) 医療機 

関と連携し 

て、医師の

訪問等によ 

(２) 甲の行

う認知症の

検診を活用

する。 



    うととも

に、若年性

認知症の

者が、生き

がいを持

って活動

できる体

制の整備

及び認知

症である

者の権利

擁護に係

る事業の

充実を図

る。 

し、及び活

用する。 

    認知症に

係る介護

事業及び

認知症で

ある者の

権利擁護

に係る事

業の充実

を図る。

る認知症の

検診を行

う。 

 

    (３) 若年性

認知症の者

が安心して

通所できる

デイサービ

スセンター

（以下「若

年性認知症

デイサービ

スセンタ

ー」とい

う。）の設置

及び運営を

行う。 

(３) 甲の設

置する若年

性認知症デ

イサービス

センターを

活用する。

   (３) 介護サ

ービス事業

者と連携し

て、若年性

認知症専用

のデイサー

ビス等の認

知症に係る

介護事業を

行う。 

(３) 甲の行

う認知症に

係る介護事

業を活用す

る。 

     (４) 中部成

年後見支援

センターの

運営を支援

する。 

(４) 中部成

年後見支援

センターの

運営を支援

する。 

    (４) 成年後

見を支援す

る機関の設

置及び運営

を支援す

る。 

(４) 成年後

見を支援す

る機関の設

置及び運営

を支援す

る。 

   略      略    

  略      略     

  産 

業

振

興 

略     産

業

振

興

略    

  企業

誘致

の推

進 

圏域へ

の企業誘

致を推進

するため、

企業誘致

に必要な

情報を共

有し、活用

して企業

誘致を行

う。 

略 

 

  企業

誘致

の推

進 

圏域へ

の企業誘

致を推進

するため、

企業誘致

に必要な

情報を共

有し、活用

して企業

誘致を行

う。 

略  

    企業に

よる雇用 

(１) 企業に

よる雇用創 

(１) 企業に

よる雇用創

      

    創出を促

進するた

め、雇用創

出奨励制

度を創設

し、運営す

る。 

出を促進さ

せるための

検証を行

う。 

出を促進さ

せるための

検証に協力

する。 

      

    (２) 企業に

よる雇用創

出を促進す

る奨励制度

の創設及び 

連絡調整を

行う。 

(２) 企業に

よる雇用創

出を促進す

る奨励制度

の創設を行

う。 

      

     (３) 関連す

る事業に必

要とされる

経費の支出 

(３) 関連す

る事業に必

要とされる

経費の支出

      

     を行う。 を行う。       

  略      略     




